
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
四
月
十
二
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
厳
し
い
雇
用
情
勢
の
中
で
職
業
訓
練
の
必
要
性
や
重
要
性
は
従
来
に
も
増
し
て
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
職
業
能
力
開

発
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
国
が
責
任
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
本
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
業
務
の
移
管

等
に
際
し
て
は
、
い
さ
さ
か
も
職
業
訓
練
機
能
が
低
下
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
職
業
訓
練
に
資
す

る
民
間
専
門
学
校
等
の
少
な
い
地
方
に
お
い
て
は
雇
用
情
勢
が
よ
り
厳
し
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
域
に
よ
る
格
差
が
生
じ

な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

二
、
企
業
活
動
の
高
度
化
に
対
応
し
う
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
職
業
能
力
開
発
事
業
の
一
層
の
拡
充
・
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、
労
働
者
一
人
一
人
が
高
度
な
知
識
・
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
業
訓
練
体
制
の
整
備
・
充
実
に
努

め
る
こ
と
。
ま
た
、
我
が
国
の
も
の
づ
く
り
に
お
け
る
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
、
指
導
員
の
指
導
能
力
の
よ
り

一
層
の
向
上
を
図
る
こ
と
。



三
、
労
使
や
地
域
の
職
業
訓
練
ニ
ー
ズ
が
職
業
能
力
開
発
業
務
の
運
営
に
的
確
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
新
た
に
独
立
行
政
法
人

高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
に
設
置
さ
れ
る
運
営
委
員
会
等
が
実
質
的
に
機
能
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
。

四
、
財
形
持
家
融
資
業
務
に
つ
い
て
は
、
利
用
件
数
が
減
少
し
て
い
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
向
け
融
資
の
利
用
促
進

を
図
る
等
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
解
散
さ
れ
る
に
当
た
り
、
同
機
構
の
職
員
に
雇
用
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
、
独

立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
に
お
け
る
職
員
の
労
働

条
件
及
び
採
用
基
準
を
早
期
に
提
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
は
意
欲
、
能
力
の
あ
る
者
が
引
き
続
き
そ
の
能
力
等
を
活
か
し

て
就
業
で
き
る
よ
う
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。

六
、
地
方
自
治
体
へ
の
移
管
が
な
さ
れ
た
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
及
び
情
報
処
理
技
能
者
養
成
施
設
に
つ
い
て
は
、
各
地
域

の
雇
用
対
策
に
果
た
し
て
い
る
役
割
等
を
十
分
に
踏
ま
え
、
利
用
実
績
が
高
く
存
続
が
望
ま
れ
る
施
設
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
少
な
く
と
も
移
管
後
三
年
間
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
意
向
を
反
映
し
つ
つ
国
に
お
い
て
必
要
か
つ
十
分
な
財

政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
当
該
期
間
が
経
過
し
た
後
、
運
営
状
況
等
を
踏
ま
え
、
国
の
責
任
に
よ
っ
て
運
営
す
る
こ

と
を
再
考
す
る
こ
と
も
含
め
支
援
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
引
き
続
き
支
援
等
を
行



う
こ
と
。

七
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
、
各
種
施
設
の
設
置
、
運
営
の
在
り
方
等
の
問
題
を
指
摘
さ
れ
廃
止
さ
れ
る
に

至
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
業
務
が
移
管
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
に
お
い
て
、
組
織
体
制
及
び
運
営
の
効
率
化
等
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

八
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
雇
用
の
創
出
や
維
持
・
確
保
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
雇
用
対
策
の

た
め
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
併
せ
て
、
被
災
地
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
訓
練
体
制
の
早
期
の
復
旧
・
整
備
に
努
め

る
と
と
も
に
、
雇
用
促
進
住
宅
が
最
大
限
に
被
災
者
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
弾
力
的
な
運
用
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


